
生協組合員・ゴルフされる方

県庁生協と志度カントリーがプレー料金で
28年7月20日に提携しました。

冬料金の改定です

利用方法
①だれか一人が生協の組合員であること。
②志度カントリーに直接組合員が、プレー予約をする。
そのとき生協の組合員である旨を伝える。

③組合員証または「ゴルフラウンド利用申し込み書」を
ゴルフ場の受付に提示する
④代金は、直接ゴルフ場に支払う。

お願い
・ラウンド申込書は、総務課に
あります。
・連絡先
県庁生協 総務課 山口・横山
電話 087-832-3822 内5832

プラチナ料金は、季節ごとに変わりま
すので、直接ゴルフ場にお問い合わ
せください。


